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平成 27年度 第２回 一宮市学校給食審議会 議事録
日時：平成 27年 10月 26日(月)午後 2時 30分～午後 4時 10分
会場：尾西生涯学習センター５階会議室Ｅ

（課長）

本日、５名の方から傍聴の申し出がありましたので報告します。

（以降、関係者へ謝辞、資料確認など）

（教育長）

第 2 回目の給食審議会。諮問につきましては前回お願いしました。前回各委員さんからご
質問が出まして、資料の足らないところを事務局で、今日、用意をさせていただきました。

そのことも含めまして審議していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

（課長）

会議の進行を、会長よろしくお願いします。

（会長）

お忙しい中、第 2回の審議会にご出席いただきありがとうございます。7月 13日に第 1回
の審議会に出席いただきまして貴重なご意見をいただきました。その後、お盆の最中でした

けれど南部調理場と木曽川西小学校の調理場の視察も、ご都合のつく方についてはお願い

しました。今、教育長さんからもお話がありましたとおり、第 1回の審議会で委員の皆様か
ら出ました質問事項を中心にしまして、事務局のほうで色々調べていただきましたので、そ

れを中心に会を進めて行きたいのでよろしくお願いします。会に入ります前に私のほうか

らご相談申し上げたいのですが、先日事務局のほうに「一宮の学校給食を考える会」のほう

から、審議の参考にしていただきたいと、資料の提出がございました。私もその資料を読ま

させていただきましたけれど、参考のために委員の皆様にお配りしたいと思いますけれど、

いかがでございましょうか。

（副会長）

資料ということであればよろしいかと思いますが、会長がＯＫということであれば、ぜひと

も読みたいと思います。

（会長）

特にご異論もないようですので、事務局より資料の配布をお願いしたいと思います。審議の

参考資料として、目を通していただければよろしいかと思います。

今日の議題として、老朽化した学校給食調理場の更新についてという議題が出ております

ので、それに基づいて進行させていただきます。説明については事務局より説明をお願いし

ますけれど、資料のほうが、先日配布させていただきましたけれど、Ｑ＆Ａのような形式に

なっておりますので、1項目ずつ、まず事務局から説明、委員の皆様からご質問があればご
質問をいただくということで進行させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い

します。それでは質問 1から説明をお願いします。
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（課長）

それでは、Ｑ＆Ａ方式でまとめました資料に沿って説明いたします。資料の 1 ページ目を
お願いいたします。

（質問 1読み上げ）
回答 1 のとおりでございますが、名古屋市で行われている給食の形態ですが、弁当を持参
しても良いし、スクールランチを食べても良いというものでございます。

（以降、回答と資料の概要を資料に沿って説明）

以上でございます。

（会長）

今、名古屋市のスクールランチについて説明していただきましたが、全国的にもいくつかの

市でやられているようですが、ほとんどが中学校だけで、小学校でも一部、5・6 年だけ特
別な日にやっているところもあるようでございます。

これにつきまして質問がございましたらお願いいたします。

（副会長）

牛乳は別料金となるということですね。これを読むと。

（課長）

弁当を持参しても良い、ということになっておりますので、弁当の子は牛乳代を別途徴収す

るということになっております。

（副会長）

合わせて 350円ぐらいになりますか。
（課長）

牛乳代は今 1本 50円ですので、両方となれば 330円になります。
（会長）

そのあたり読んでいただきまして、またご質問があればお願いいたします。

（委員）

予約等が管理システムで、各校に配られているということですが、子どもたちが当日、食べ

る・食べない。実際、予約を忘れてしまったとか、そういった管理は教員の方がやってみえ

るのでしょうか。この日、全員が予約して食べれるんだよ、予約しない子も弁当を持ってい

るんだよ、今日ひょっとして予約し忘れた子がおれへんか？というのを教員がやっている

のかな？そこまで仕事が教員側に回ってくると負担が増えるのだけれど、どのようにやっ

ているのか分からないですよね?これだけでは。
（課長）

そこら辺のところについては、この資料では分からないですけれど、3日前までに予約をし
てなければ食材も調達できないので、急に増やすということは出来ないと聞いております。

（委員）

予約をしたか、してないかの確認作業は学校の担任がすることか、しないのか、今、ふと思
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ったことです。

（副会長）

うちの親戚で名古屋の中学生がおったんですが、ランチボックスの形式で予約を忘れたら

大変といっておりました。ちゃんと作って持って行くと言っておりましたので、教員が管理

はしていないんじゃないかと思います。

（委員）

各家庭の責任となるわけですね。ない子は食べれないと。で、すぐ持って来て下さいとなる

わけですね。

（会長）

念のためですけど、これ中学生だけでしょ？小学校は普通でしょ？

（課長）

はい、小学校は自校方式でやってみえます。

（委員）

(スクールランチの概要に)予約のときにランチカードやマークシートと書いてあるが、カー
ドのとき引き落としとなる？それとも最終的に月末に集計して請求という形となります？

（課長）

プリペイドカードということですので、あらかじめ、280円掛ける日数分のお金が入ってい
る物ということです。

（委員）

その人はお金の徴収は必ず出来るということですね。プリペイドカードを使った人は。もう

一つはマークシートと書いてあるけれど、マークシートのほうはイメージが分からないけ

れど、どういうふうですか。特にこれに目がついたのは、何年か前、お金を払わない人が相

当みえたという覚えがあります。それと給食自体を維持していく上には、確実に１００％収

めてもらえれば同じレベルで維持していけるのだけれど、まあこれは税金でも一緒ですけ

れども。それがプリペイドカードであれば全部引き落とせるかなと。ちょっと目に付いたも

のですから。それから、名古屋のスクールランチというのは、予約を忘れた人は食べれない

と、まあそこまでか、どっか購買部があるのか分からないですけれど、給食というのは、私

の考えでは、みんなが一緒のものを食べて、一緒のように栄養をとらせるんだよ、というよ

うなイメージのものだと思っています。そうするとこれは発想は良いんですけれど、さあ、

どうなるのかな、そういう面でね。変な話ですけど、弁当忘れた子はずっと教室にいるとい

うことになるかなと、その面で不安があるような気がします。まして３日前の予約なので、

まあ、自分で作ればよいのだけれど、お母さんなり、お父さんが作るとなると、おいおい忘

れるようなこともあるんじゃないかと、そうすると、先ほど質問が出たとおり、先生方が明

日、大丈夫かということにもなるのかな？

（副会長）

休んでいる子もいるので、実際に。
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（委員）

忘れた子がかわいそうな気がして・・。まあ、家庭それぞれ事情があるのでその辺がどうか

なと。昔、私たちが小学校のときの、何十年も前の話ですが、運動会のとき親が来てくれて

一緒に外で食べたときの事を思い出してね、これは全部一緒の方が良いかなという気もす

るし、ものすごく豪華な人や、それこそおにぎりだけの人もいると、親も来てくれん、自分

だけでおにぎりという人もいるので、この方式、全然今と話しは違いますけど、ちょっとそ

んな様な疑問もあります。あと機械があれば、プリペイドカードであれば機械をそれぞれの

学校に備え付けないかんと思いますけど、それの管理システムも大変な費用になってくる

ということもあると思います。名古屋市、非常に良いかなーと思うんですけど、そういう不

安もあるなーという気がしました。

（会長）

そのほかございましたらお願いします。

いくつかございますので有りましたら後から追加で結構でございますので、それでは質問

の２に入らさせていただきます。

（課長）

それでは質問の２、３ページになります。

（質問２の読み上げ）

回答２に記載のとおりですが

（以降、回答と資料の概要を資料に沿って説明）

以上でございます。

（会長）

今の質問の２でございますが、質問があったらお願いします。まあ、全体的な流れは若干で

すが共同が上がっているということで、ずば抜けてどうこうと言うことは無いようです。

ございましたら、また後から伺うことにして、次は質問の３でございますけれども、これは

私共が審議するのに大いに関係がある中身です。説明をお願いします。

（課長）

（質問３の読み上げ）

回答３の記載のとおりでございますが、まず一宮市の現状、および検討中であることをお伝

えをし、調理方式が一宮と同じように併用となっている県内の各市に今後の調理場の調理

方式のあり方について照会を行いました。結果については６ページから９ページに詳細に

書いてございます。

（以降、回答と資料の概要を資料に沿って説明）

以上でございます。

（会長）

質問の３については今、説明のあったとおりですけれども、皆様のご質問ご意見をお願いい
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たします。

（副会長）

稲沢の自校親子方式をもう少し、具体的に分かりやすく教えてください。

（課長）

親子方式というのは、親となる学校の敷地内にミニ共同調理場を建てまして、近くの子とな

る学校に、親となったミニ共同調理場から調理されたものを配送するという、共同調理場の

ミニバージョンのような感じです。

（副会長）

例えば、北部中学に造ったら、宮西小と貴船小にそこから配られると。

（課長）

そういうイメージでございます。

（副会長）

親が中学校で子が小学校という感じで。

（委員）

北方なんてぴったりですね。どっちで作っても一緒だね。

（委員）

親子方式ですが、この辺の地区ではどこかありますか。

（課長）

ここら辺では稲沢だけです。その他、尾西地区（尾張西地域）ではございません。

（会長）

単独校方式を基本として考えると稲沢のようになるんでしょうね。造れる所と造れない所

とあるわけですから。造れるところへ沢山やって、造れない所を補っていくということでし

ょ。

それでは４番目の問題に入りたいと思います。説明をお願いします。

（課長）

質問 4でございます。
（質問４の読み上げ）

（以降、回答と資料の概要を資料に沿って説明）

６校についても色々な障害があるため、なかなか容易ではないということでございます。

以上でございます。

（会長）

質問をお願いいたします。

（委員）

①の必要面積というのは、建物面積とは違いますか。例えばその周りの所も含めてですか。

（課長）

これは、建物の面積ということです。
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（委員）

そうすると３５０人までで３５０㎡という数字を出してみえるのですけれど、これは何か

に基づくものですか。

（課長）

これは資料の後ろの方にまた出てきますが、自校方式、センター方式、親子方式にした場合

に、実際に最近建てられている各市町の実情等を調査した結果を元にこのような基準で今

は建てられることが多いということですので、前提条件として３５０人までの児童生徒数

であれば３５０㎡という簡易な条件を設定させていただいたということです。

（副会長）

朝日西小学校というのが⑤にあるのですが、この学校はすでに調理場があるのですが、なぜ

ここに出てきているのですか。

（課長）

朝日西小学校は尾西地区（旧尾西市）の小学校ですので単独調理場方式でございます。現在

の面積ですが、第１回の資料にも載せていましたが１７３㎡で、今の新しい学校衛生基準で

は、この１７３㎡では、部屋をいくつかに分けて調理場を造ろうとすると、非常に困難であ

るという事で、新たに広い面積の場所を探さなければならないということで、ここに上がっ

てきたということです。

（副会長）

建て替えをするということですね。

（課長）

建て替えをしなければ、自校方式を今後も進めて行くという事が出来ないということです。

（会長）

ほかに質問がありましたらどうぞ。

それでは、８まで行ってもう一度帰りますので、その時におたずねいただければ結構ですが、

質問の５に入らせていただきます。

（課長）

質問の５ですが、

（質問５の読み上げ）

（以降、回答と資料の概要を資料に沿って説明）

説明は以上でございます。

（会長）

質問等をお願いします。

現在南部の方が５，７７３㎡ですね。新しいのは１万㎡は必要だと書いてあるのですが、設

置基準の変更前と変更後というような事があるのでしょうか。

（課長）

新しい学校衛生管理基準によりますと、汚染区域、非汚染区域をそれぞれ部屋ごとに区分け
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しなければならない、となっております。夏に南部調理場を見ていただいたと思いますが、

汚染区域・非汚染区域が床の線引きでは区分けされておりますけれど、部屋としては区分さ

れていないという事もございますので、これを部屋ごとに区分して、それぞれの作業を行っ

ていこうとすると、今の面積では到底足らないということになって行くということでござ

います。

（副会長）

それは単独校になってもそのように区別しないといけないのですか。

（課長）

単独校も同じでございます。

私が、木曽川東小学校へ行ってまいりましたが、一つの部屋の中に調理するところもあれば、

洗浄するところもあり、部屋として区分されていないということです。

（会長）

それにしても大変なことですね。

（副会長）

今の３倍ぐらいは必要ですね。

（課長）

２倍から３倍は必要になります。

（委員）

建築の関係になるかもしれませんが、共同調理場というのは、市街化調整区域というのかな、

そこではどういう法律というか、どういう手法を使っても無理なんですか。

（課長）

調整区域には、例えば農地があって、農地転用をして、そこに建てるというのは問題ないと。

（委員）

出来ると。

（課長）

はい。ここで１８ページのところで東浦町の例がありますけれど、用地購入ということが書

いてありますが、ここの建設用地はもともと個人所有の田んぼであったと聞いております。

（会長）

他にありましたらどうぞ。

（委員）

木曽川の西と東は自校方式でやってみえて、施設の老朽化で改築をしようと思っても、面積

がたりない。尾西の方でもそういう所は、学校用地の中だけで建て替えは可能なんでしょう

か。ちょっと前に話があったかも分かりませんが、尾西地区の自校方式の所がもし・・。

（課長）

質問４のところでお答えさせていただいたとおり、市内６１校すべてについて調査をした

ということでございますので、尾西地区のほうも今の調理場の面積では到底無理というこ
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とで、校内の敷地に今の２倍から３倍の調理場を建て替えなければならないということは

同じでございます。

（委員）

中をちょっとだけ増築してということでも対応できない面積しかないという解釈でよろし

いですかね。ということは老朽化に伴い自校方式を継続するには新しく建てなければなら

ないということですね。

（委員）

１０ページの②に「運動場、駐車場及び遊具スペースは、原則候補地から除外する。」と書

いてありますね。後は何が残るんですか。学校の中で、駐車場、運動場、遊具スペースを除

くと？

（副会長）

向山のように中庭がありますね。

（委員）

木曽川にもあったね。あるというだけで面積は、とても足らんやろうけど。

ありがとうございます。

（会長）

それでは続いて、２０ページの６番のところへ入りたいと、説明をお願いします。

（課長）

それでは２０ページをお願いいたします。

質問の６

（質問６の読み上げ）

（以降、回答と資料の概要を資料に沿って説明）

質問６の回答は以上でございます。

（会長）

はい。ありがとうございました。質問等お願いいたします。

仮に土地を購入したら、その分がプラスになるわけですか。

（課長）

はい、ここに掲げてある金額は、建設費用のほかに厨房の設備的なものもこの中に含まれて

おります。

（副会長）

そうすると、単独校とセンター方式の差額の５０億円以内で土地を買うということですね。

買えばトントンと。

（課長）

まあ、そういう話ですね。

（会長）

建て替える場合にはですね、例えば、旧尾西・木曽川のように単独でやっているところは、
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どうなるわけですか。現場で改築になるのか。給食を続けながら別で建物を建てるのか。改

築するとすればその間休んで改築するのか、そのあたりは何か出ていませんか。いくら掛か

るかは別の問題ですよ。

（課長）

給食をとめるわけにはいかないということで、改築は先ほど申しましたように、面積的には

難しいということがございますので、改築はありえないと考えております。新たに校内の敷

地の中にそれぞれの児童生徒数に見合った給食施設を新設するということになろうかと思

います。

（会長）

委員の皆様からご意見、ご質問をお願いいたします。

それでは次の７のほうへ参りますが、説明をお願いします。

（課長）

質問の７でございます。

（質問７の読み上げ）

（以降、回答と資料の概要を資料に沿って説明）

以上でございます。

（会長）

皆様のご質問をお願いします。ご意見でも結構です。

（委員）

確認なんですが、２２ページの所で下から２行目、栄養士の人件費について書いてあるんで

すが、県費の栄養士については市が人件費を払っているわけではないので。共同調理場は県

費だけですから、当然、単独校には市費の栄養士さんが配置されていますので、そういうこ

とから行くと共同調理場のほうが経費が低く抑えられているわけなんですけど、栄養士の

人件費に関しましては、ちょっとここ、議論が違うかなという気がしますし、今は単独校１

名ということで市の栄養士さんが配置されていますけど、この配置の付け方や基準は市が

考えていただければ動かすことが出来るので、例えば共同調理場で現場を任せられる栄養

士を置いて、県費の栄養士が指導に出かけるとか、そういう配置のやり方もありますので、

ちょっとここで人件費といわれると違うかなという気がします。

（副会長）

それでも２４ページをみますと５５０人以下については置かなくていけないよね、単独校

になった場合に、５５０人以上は配置基準が１人になっている。

（委員）

それは県費なので配置される・・。

（副会長）

それから下の学校については、でもやっぱり置かないといけないけど、それは市費でやりな

さいという意味？
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（委員）

いいえ、一宮市はたまたま１校に１名置いてくださっているんですけど、稲沢市のように、

ちっちゃい学校が沢山あって、そういうところですと県費の栄養士が兼務という形になる

んです。今も一宮市でも兼務という形をとることが出来るわけです。

（副会長）

ようは市で５人くらい入れて見えるんですよね、栄養士さん。

（課長）

今、尾西木曽川地区併せて１４ございます。で、県費の栄養士は９人ということで、それは

県の教育委員会から配置されるということですけれども、残りの５校については配置基準

に満たないということがございます。昔の話になりますが、合併をしたときに、兼務で受け

持つということではなくて、それぞれの単独校１校につき１名の栄養士を配置していきた

いということがございましたので５人の市の臨時の栄養士を配置しているというというこ

とでございます。

（副会長）

だから、兼務でも変わらないということですね、法律上は。

（課長）

まあ法律上はそういうことになります。

（会長）

いかがですか、それではまた後から承ることにして一通り進めたいと思います。

質問の８につきまして説明をお願いします。

（課長）

それでは最後のＱ＆Ａになりますが、

（質問８の読み上げ）

（以降、回答と資料の概要を資料に沿って説明）

（会長）

この点についてはいかがでしょうか。

（副会長）

共同になったとしても、これだけの費用はかかってくると言うことですね、その、尾西地区

とは限らないのですが３１８万円はたとえ共同になっても、もう回収してくれないだろう

と、お金を払って処理してもらうということになるわけですね。

（課長）

今現在は、一宮地区は南北の二つのセンター、尾西地区は１０校ございまして、木曽川地区

が４校あるということで、回収拠点が６箇所であれば今までどおり木曽川町の養豚業者で

やっていただけるということなんですが。

回数拠点が少なければ養豚業者でも対応は可能かなと・・。

（委員）
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今の話は、回収能力だけの話で、集めれば集めるだけ処理してもらえるという話ですね。養

豚業者で。箇所数を４なり６にすればという話があったんだけれど、単独校だからそれだけ

集めないかんけれども、尾西は１０校あったかな、それは集めるのに手間がかかるからと言

うことであって、処理するのに手間がかかるわけではないですね。

（課長）

集めるのに、もうこれ以上、何箇所か回るのは困難であるということですので、処理する能

力は多少あると、多少というか、そこまできちっと何トンあるからということはまだ具体的

には聞いてはいません。

（会長）

一応１から８まで説明をしていただきましたけれども、それに対する質問でも結構ですし、

それ以外のことにつきましても、ご意見がありましたら積極的にお願いしたいと思います。

（委員）

今の説明と、書類を読んだ内容なんですが、感想として、周りに土地がないところで、さら

に増やして、先ほど質問があったように、今ある単独校の調理場は動かしたままで、さらに

新しいのを造らないかんということでしたね。そうしたら、周りが田んぼや畑ばっかりだっ

たら可能かもしれないけど、街中のほうでそんなことが可能かなーと思うんですわ。

それと、私勘違いしていて、こういうものは市街化調整区域には出来ないと思っていたんだ

けれど、市街化調整区域でも農転等手続きをすれば出来るということであれば、比較的安価

に、東浦に例がありましたね。安価に土地も購入できるのではないかと。相対的に栄養士の

問題でも 3 なり 4 つの共同調理場でやればある程度できるかなと。単独校は今の現状から
見ると非常に難しいような気がします。それをずっと言ってても 10 年 20 年かかっちゃう
ような、極端なこと言うと話になっちゃうし、どうかな、単独校はちょっと難しいような気

がしました。それからもう一つ教えてください。小学校と中学校は一緒のメニューですか。

（委員）

単独校とセンターは違うんです。単独校は、小学校と中学校は別メニューですけど、センタ

ー方式のほうは日にちがずれておりますが、基本的に出てくる献立は、量とか辛味が増すと

かはあるんですけど、小中同じものです。

（委員）

単独校であれば、自分のところで辛味とか調整できる。小学校だったら小学校の分量、中学

校だったら中学校の分量でやれるけど、共同調理場はえらいことですねそうすると、そうい

うことを加味せないかんということになると

（課長）

共同調理場のほうも小学校・中学校で栄養摂取基準というものがございますので、それに応

じて食缶に入れる量も調整してやっています。

（委員）

まあ、建てれな、なんともならんしね。極端な話、単独校でやろうと思っても。今の面積見
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ても、はるかに小さいし、前見せてもらった木曽川西、あれで２３０だもんね。面積が、前

もらった資料を見ると。あそこの人数が８１９か、８１９だからさっきので合わせると、４

００ぐらいになるのかな？５００か。そしたら倍以上になるね。で、あの時土地があるかな

ーと見たら、門から入ったところに松の木が植えてあって、ここはどうだと言ったら、いや

ここは・・といわれて、それくらいしか無かったですね。先ほどちょっと聞いたんですけど、

運動場と駐車場と、遊具スペースを除いたら中庭があると言われたんだけど、現実的に今の

面積だけで考えると無理。じゃあその面積を増やそうとすると土地を買収するしかないと、

近隣で。ということになってきますわね。たいへんだね。どっちにしても大変だけれど土地

の面を考えると共同だったら、田んぼや畑を買えば、当然共同も今のやつを動かしながら、

新しく造らないかんとなると、出来るだけ土地を安く買って、設備をすばらしくしていただ

くという風なことが必要だと、そんなような感覚は持ちました。非常に難しいですね段取り

は。

（会長）

その他、ありましたらどうぞお願いします。

（委員）

センター方式のが 2つありますよね。で、今の現状で南部も北部も今の敷地面積では当然、
今の食数やるには不適格なわけですね。ですからいくら場所が 2つあっても、仮に場所が 2
つあるよ、しかし、建て替えするにも建て替えするからにはどこかやっぱり場所がないとダ

メだし、当然あの場所でまた同じようなのを造ったって、今の食数は守れないということは、

自ずから 3 施設ないし 4 施設の方向へ持ってかないかんのじゃないかなということが分か
るわけであって、当然、今、委員がおっしゃったように、土地は、田んぼだとかいう所が流

用できれば良いんですけれど。市全体から見て当然街中もあるだろうし、もちろん、これか

らの単独校のことも考えていくと、確かに施設を増やして、なるだけ 1 つの施設に負担の
ないような。給食を作っていただくように、なるだけ軽減してあげて無理のないようなね。

方向になってくると思うんですが、親子方式のような他市町村にはあるかもしれませんが

費用的にもこれが非常に高いということもわかっている中で、競輪場の跡地とかね、ああゆ

うところは使えないのかね。まあ、街中という話もありますけれど。

（課長）

競輪場の跡地というか、競輪場が今建っているところは商業地域ということで、調整区域は

先ほど農地転用等すれば建設は可能ということですけれども、用途区分が、工業地域、

給食センターというのは工場扱いになるものですから、工業地域、準工業地域という用途区

分のところなら建設は可能ですけれども商業地域ですので、造ってはいけないという事で

す。

（副会長）

学校の土地だったら良いんですか？工業地域ですか？

（課長）
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学校の敷地の中は、給食室調理場は建てても良いとなっています。

（副会長）

私、学校を預かる立場として、それは、単独的にやったほうが便利だし、対応は出来るかと

思うんですが、例えば末広小学校の図面を見とって、末広小学校の校長だったら、ここに、

この四角の中に建てられたら、教室がまず暗くなるだろうと、それから、匂いもいっぱい来

るだろうと、ここは止めて下さいという風に校長だったら言って、駐車場にお願いしますと、

いう風になってくるかと思いますが、駐車場の近くのお家のことを考えると、お家の方も反

対されるだろうと思うので、そういう施設を造るのは基本困難かな。向山も伝統的な中庭を

壊されたら大変なことになると思うんですが。ましてや、うちは宮西小学校ですが、運動場

の 3 分の 1 を潰さんなんだろうということになって、たぶん日本で一番狭い運動場になっ
てしまうのではないかと、人口密度的に言うと大変なことになると思って・・。痛し痒しで

すね。

（委員）

もう時期が来ているんですよね、各施設とも。小学校、中学校の単独のところはちょっと分

からないですけれど、この前見せてもらった南部なんかは非常にね・・。

（委員) 
単独のほうもね、老朽化が来とるんだから

（委員）

あの・・もう・・ぼろぼろで・・・狭いですし・・・。

（委員）

学校を校舎からすべて建て替えの計画が出てきて、もちろん調理場を単独を残すというこ

とであれば、今の倍以上のスペースを取るね、考え方も出てくると思うんだけど、如何せん、

予算がすぐ出てくるものではないということと、北部も南部も耐用年数がね、もうないのだ

からね。

（会長）

そうですね、もうないですね。

（委員）

場所を確保出来るところを探すなりしないと、そのままずっと行っちゃや、そういうことで

すね

（会長）

それで、どうするかということなんでが。諮問をいただいてるもんですからね。お答えはし

なきゃいかんということなんですけど。

その他ご質問がありましたら。

（委員）

自分はずっと中学校で給食、共同調理場の給食を 35年食べておるんで、単独校の良さとい
うのをお話できれば良いんですけど、全然出来ないんですね。ただ聞く所によると。1品多
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いぞ、美味しいぞ、揚げパンが出るぞと。揚げパン食べたこともないし。じゃあ単独校でや

る事にものすごく教育的効果があって、子供たちにとって共同調理場よりはるかに教育的

効果が大きいんだぞと言われれば、共同調理場方式ではなくて、単独校で自分も意見を出す

かもしれないけど、自分はずっと共同調理場で来て、じゃあ食育に関しておろそかにしたか

とか、非常に困ったとか、そういうことも無く来ているので、その差はそんなにもないのか

な、いい匂いがする、美味しい温かいものが食べれる。といっても、今でも別段、温かいも

の食べれるし、ただ自分はいつも冷たくなったものしか、タイミング的に配膳されてから時

間がたって冷たくなってから食べてるので、それは自分の食べるタイミングが悪いだけの

ことで、大体そんなことないので、そんなに共同調理場のマイナス点があるかと思うと、今

すぐ出来ること、先ほどから言われているように対応を考えていくと共同調理場方式なの

かなという思いもあります。地産地消とか地域の事もあるんだろうけど実際、共同調理場で

も愛知の食ということでメニューに入っていたり色々考えてみえるので、まったくやって

みえないわけではないし、ただ学校によって、それぞれの学校で特徴的なものがあれば単独

校で継続もあっていいのかなー、ここの学校は特にというのがありかな、全部が一律共同じ

ゃなくて。ということもふと思った。だから、食べてない以上単独校の良さをここでお話で

きればいいんですけど出来ないので申し訳ないんですけど、共同調理場方式で自分は食べ

てきて、そんなに否定することはないんじゃないかなという思いがあるので、それだけお話

を。

（副会長）

ともに、メリット・デメリットがあるので、出来るだけ早くこの委員会としての意見をまと

めるということですね。

（会長）

その他いかがでしょうか。次回に、もう 1回でまとめてくれということですので・・、私ど
ものメンバーではね、どうしろということはね、言えんだろうと思います。ですから、こう

こうこういうことを考えて、市のほうで、もう出来る限り早く計画を立ててもらいたいと、

いう言い方しか出来ないんじゃないかと思っているのですがね。いわゆる利用者、小学生中

学生の立場から考えてみたらですね、それは単独校方式の方が良いのに決まっとると言っ

ちゃイカンですけれども、私はそのほうが間違いなく良いと思うんです。けれども財政状況、

それから、先ほどからずっと出ている土地の問題。そういうような問題から考えて、特に一

宮市の旧市街地の中にある小学校なんかでですね、それが簡単に確保できるかというと、こ

れは難しい。やっぱりわれわれの問題ではなくて行政の問題だろうという風に思うんです

が、ただ 8月のときも、私も見させていただきましたけれども、2つの施設をですね。大変
失礼な話ですけど、南部にしても、これでよくやってるなという、まあ、うちの学生も実習

にお邪魔しているんですけど、よくやってるなという感じはしました。で、私、江南市に住

んでいるんですけど、前の表に出てきましたように、江南市だいぶ遅く造っているんですが

それでも今ですね建て替えなきゃいかんという話が出ておりまして、まあそのうちに審議
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会でも作ってという話が、先日市長と話をしているときに出てきましたんですけれども、も

う一宮市の場合には、他の方と比較しましても、どうしてもですね、早くとにかく建て替え

て、いい物を提供していく。こういう風にしなきゃいかんだろうと思うんですね。で、その

あたりのところから考えていきますと、私なりに考えてみたんですけれども、教育長さんか

らも諮問そのものにズバリとご返事することはちょっと難しいんじゃないかと、ですから、

施設も老朽化しておったり、いろいろの問題を抱えておりますし、先ほど聞いておりますと

センター方式にしたって自校方式にしたって、用地代、別ですもんね。で 100 億以上かか
るということですからね。まあそのあたりは行政のほうでね、考えていただかなきゃいけな

いというようなことで、まあ、私自身としてはですね、答申しなきゃいけませんので、答申

の核、答申の中心になるものはですね、共同調理場方式、単独調理場方式の問題も含めて、

長期的な視野にたって、学校給食施設の更新の計画を、プランを市として早急に策定される

ように私ども審議会としては答申をすると、求めると、このあたりが基本になるかなと思う

んですけれども、それ以上突っ込んでは、私どもではわかりませんですもんね。財政状態か

ら全部、そら岡本先生のように予算からある程度分かればあれですけれど、市全体の予算も

分かりませんしね。ですから出来る限り早く市のほうとしてとにかく改善はしなきゃいけ

ませんので、その改善の計画を立ててくれと、こういう答申になるかなと思うんですけども

いかがでしょうか。

（委員）

当然予算的なことも含めてですけれどもここ何年かで北部も南部も色々と更新というか、

お金を沢山使っています。これは非常にその、食洗機でしたっけ、何千万級、３千万ぐらい

のを２台入れて、ものすごい使っているんですよ。当然建て替えの事も今後の事も考えて、

その機械が使えるようにということで、作り付けなんですけれどもそれが対応できる機械

を入れてあるからと、これは裏話ですから良いんですけれど、これがまったく持ってフライ

ヤーにしたって古くなったから換える、換えるってやっていくと、今も予算書見てますけど、

毎年のように修繕で金がかかってね、ある程度、歯止めをかけないと当然会長おっしゃるよ

うに方向を決めないことには予算ばっかり使って、まあ要するに部分修繕ばっかりで、もっ

たいないことになるなーというのは皆さん思われることだと思うんで申し上げられたこと

をですね当局側とですね・・。

（会長）

だから私は、そういうようなことを、基本的な考え方として答申をしてですね、その他に委

員の皆さんからいろいろご意見が出ておりますので、これは事務局で記録しているわけで

すからそれをですね、なんといいますか議論をした所の論点といいますか、そういうような

ものを一緒に出すようにしたらどうかなという気がしてるんですけど、私なりに考えてみ

ますとね。

（副会長）

要するにこういう方式にしてくださいという強い願いではなくて・・。
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（会長）

いや、改善計画はね、早急に立ててくれと。で、それについて委員の皆様からこういうよう

な議論が出てまいりましたというのを一緒にくっつけてですね、出したらどうかなという

気がしてるんですけど、そうじゃなく具体的に何年以内にやれとかね、ちょっとそれは

ね・・・。

（副会長）

単独にしろとか、共同にしろとか、強い意見ではなくて早急に計画を立ててと。

（会長）

その辺、決定するのはやっぱり市のほうで決定されるわけですから。それでもう１回諮らな

きゃいかんということがあれば、来年か、再来年か知りませんけれども、もう１度、諮問を

されるということになるかなと思いますがね。今回のところでちょっと結論的なところは、

具体的な結論というのはちょっと私どもの立場では出せないような気がするんですけど。

基本的な考え方はね、当然出さなきゃいかんと思うんです。

（委員）

子供たちに食べていただける給食。この給食というのは当然自校方式であろうがセンター

方式であろうがつくることはできるんですね。ただ、単独校の栄養士の方々、センターの

方々。単独校を、仮にですよ、例えば廃止してセンターが３つないし４つとかになったとき

に、まあ当然これ死活問題ですから、栄養士さんはかなり減っちゃうわけですか。計算すれ

ば出てくるとは思うんですけどかなり浮いちゃうわけですよね。

（課長）

３つ４つというお話ですと、最低でも６，００１人以上の食数になるということですので、

１センターあたり３人と、３人が限度ですので、４つだったら１２人、３つなら９人という

ことになります。

（委員）

かなり余ってきちゃうというか、浮いてくるんですよね。

（会長）

どうさせていただきましょうか。

（副会長）

委員の皆さんもそういうことのほうが気が楽じゃないかなと思いますが。

（会長）

一度、その辺の趣旨のところでたたき台を作ってみて・・。

（委員）

よろしいでしょうか。今現実的に単独校は難しくて、４センターないし３センターというお

話が出てきているんですけれど、私も今は単独校におりますが、給食センターに勤めたこと

もありますし、給食センターがとても悪くて、単独校だけが良いと言う訳ではないのは、も

ちろん分かっているところなんですが、じゃあなんで一宮が今センターより単独校のほう
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が良いといわれているかというと、抱えている食数が多すぎるということがあると思うん

です。今も３センター、４センターに比較するだけでも今お話があったとおり栄養士の数が

どうなるかというと、３センターだと９人なんです、でも４センターだと１２人栄養士が配

置されるんです。で、その分子どもたちへの指導だとか、現場の衛生管理とか安全管理みた

いなものにも目が行き届くわけですし、今の１８ページの他市のところの調理能力と給食

数のところで、ちょっと電卓たたいて調理能力と食数の関係を見ていたんですけども、１８

ページの他市の状況を見ますと、岡崎市ですと調理能力は１３，０００食あっても実際の食

数は９，２００なんです。これで言うと大体７０％、でほかのところは大体９０から９５、

８５のところもありますけど。ですからこの２１ページの一宮の試算は今１３，０００食で

１３，０００食の設備で計算してあるんです。この設備を造ったら確実に良い給食はできな

いんです。で、これだと、お汁とコロッケ１個とご飯という給食しか出来ないんです。

なので、給食センターを建てるときに、もし、３センター方式にするんであれば１５，００

０食能力のセンターが２場と１０，０００食能力のセンターが１場いるという風に考えて

いただいて、計画を立てていただかないと、やっぱり単独校の給食の方がよかったなという

声が出てきてしまうと思うんです。どこの市町も栄養士さんが、給食センターが建っちゃっ

てから、もう少し、もうちょっと釜が多かったら、もう１品作れるのになという声をどこで

も聞くもんですから、私たち一宮の子供たちに美味しい給食を出してあげたいという気持

ちがあるので、そういうところはちょっと考えていただきたいなという風に思います。

（副会長）

単純にいえば１３，０００食作る能力があったら、１０，０００食ぐらいを作ればもう１品

作れるよという意味ですね。

（委員）

そうですね。

（副会長）

まあ 3箇所より 4箇所の方が良いだろうと、もし共同を導入するならば。
（委員）

まあ、お金の事もありますけど。

（委員）

4箇所案は、たぶん、配送の 2時間。各学校に 2時間以内に、て言うのを考えれば、やはり
3箇所だとどうしても偏りがでるので、どこか遠い学校が発生する可能性があるのでやっぱ
りその辺は区分けを考えて、４つぐらい、で、どこの学校にも同じように無理なく送れるよ

うな状況にしたほうが、今は浅井と千秋なので、どうしても向こうの、市の向こうのほうに

偏ってしまっている分、こちらの大和とか奥とか、そちらの学校がどうしても遠くなってし

まって時間がギリギリになってしまっているので、そういう点も考えると、ほんとは場所的

なものもあまり偏らず 4 箇所程度で出来ると一番理想的かなーと、理想で言えば理想的か
なーと思います。
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今のセンターの方も時々、校長先生方はご存知と思うんですけど、揚げ物の横におひたしや

サラダが付くんですが、でも毎日作れない状況があるんです。どうしても小学校中学校の兼

ね合いがありまして。なので子供たちにしてみれば、お母様方にしてもそうなんですけれど、

もうちょっと彩りよく、いつも１汁２菜がそろうような給食がいいなと思っているお子さ

んやお母様方は多いと思うんで、それが出来ない今、現状があるので、建て直し等々は早め

にお願いしたいなと思います。

（会長）

まあ、いずれにしても、施設の改善の計画を早急に作ってそれを実行に移していくと、まあ、

出来れば、愛知県で一宮が一番進んでるというようなものをね、計画していただけると良い

と思います。

（委員）

この前、木曽川西小学校の先生に聞いたんですけれども、扶桑だったか大口だったか、新し

くできた。ああゆう所ほんとに見せてもらうといい。まあ、たぶん見られたかも知れんです

けど、見せてもらうと良いと聞いたので、ね。

（会長）

これから作るんだったら、やっぱり一番新しい方式でね、やってかないと。ただ土地の取得

が大変だろうと思いますけどね。用地の取得がね。さっき話が出てましたけれども調整区域

は良いわけですか。

（課長）

はい。

（会長）

農振区域は？

（課長）

農振区域も青地の除外という１つの手続きを踏まないといけませんが、全然最初から無理

ということではないです。

（会長）

工業地域がいかんわけですね。

（課長）

いえ、用途区分が決められているところであれば、工業地域、または準工業地域でしか給食

調理場は建てられないということです。

（会長）

そのほか何かございましたらお願いします。

まあ、出来れば一度たたき台を作って、たたき台を委員の皆様のところに全部配布をして、

そしてそれに対して、必ずと言って良いほどご意見をいただいて、そして１つの案を作って

それを審議会にかけたらどうだという風に思うんですけどね。そこら辺の所どうですかね。

（副会長）
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そうですね、そういう方向で。

（会長）

そうしないと先に進まない。

（副会長）

たたき台を作らないといけない。

（会長）

ただ、表現はある程度抽象的になると思いますよ、あの、具体的な所までは、まあ、我々が

そんな作る能力はないし、具体的なものはね、財政力も分かりませんし。

（副会長）

どなたかがたたき台を作るという形になりますけど、会長先生にお願いしてよろしいです

か。

（会長）

審議会のほうから早急に、新しいものを造れという、計画を立てよということがあったから、

計画を立ててそれを議会なんかに諮って実行に移すと。何一つやるにしたって数年かかり

ますもんね。わたし江南で都市計画審議会を２０年くらい承ってたんですが、会長をね。そ

うすると、経済界の言われることと行政の言われることと、かなりのズレがある。行政とい

うのは、日本の行政というのは必ず補助金事業といって補助金が付いてきますから、そうす

ると市で計画を立てるについてもまず、県の地方課と話をして地方課を納得させなきゃい

かん。で、それだけですまないからまた国のほうまで行かなきゃいかん。それに少なくとも

２年くらいはかかる。経済界の人はそんなもん１ヶ月で出来ると。だいぶ議論をやったんで

すけどね。ただ日本の場合には全部自分の金でやれませんので、やっぱりいくら急がせても

ね、２，３年はかかると。

まあ、そういう事でいかがでしょうか。どなたか作って頂ければ一番良いんですけれども。

（副会長）

先ほどもチラッと言ったんですが、なかなか、ぼくらそういう経験がないので、今、会長さ

ん色々作って見えるそうですので、会長さんにお願いしたいと思うんですが。

（会長）

それではある程度抽象的なものになるかとは思いますが、本当のたたき台。これは一度作り

まして委員の皆様方のところへお届けして、またご意見をいただいて、そうして出来たそれ

が本当のたたき台と。これを審議会にかけて、審議会でまた議論して修正するところは修正

していただくと、いうことでいかがでございましょうか。

（一同）

お願いします。

（会長）

よろしければそんな風にさせていただきたいです。それでは私のほう、そんなことで一応結

論が出ましたので、事務局のほう、お願いします。
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（課長）

本日は貴重なご意見をいただきまことにありがとうございました。これをもちまして第２

回学校給食審議会を終了させていただきます。第３回の審議会の日程については、今のとこ

ろ未定ではございますけれども、会長さんと日程の調整をさせていただいて皆さんのほう

にお知らせしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうご

ざいました。

（一同）

ありがとうございました。



平成２７年度 第２回 一宮市学校給食審議会 次第

日 時：平成２７年１０月２６日（月）午後２時３０分～

会 場：尾西生涯学習センター５階会議室Ｅ

１ あいさつ

２ 議 題

（１）老朽化した学校給食調理場の更新について

３ その他
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（質問１）---------------------------------------------------------------------  1 

（前回配布時の）資料３の調理方式別学校数の区分欄に名古屋市スクールラ

ンチとあるが、どのようなものなのか？ 

（質問２）---------------------------------------------------------------------  3

調理方式には、単独調理場方式や共同調理場方式があるが、全国的な流れ（傾

向）はどのようになっているか？ 

（質問３）---------------------------------------------------------------------  5

  調理方式が一宮市と同じように、合併などにより単独と共同が併用となっ

ている市が県内にもあると思うが、それらの市は今後の学校給食調理場の調

理方式のあり方・方向性について、どのような考えを持っているのか？ 

（質問４）---------------------------------------------------------------------  10

  市内全ての小中学校において、調理方式を単独調理場方式にした場合、建設

可能な敷地が校内にあるのかどうか？ 

（質問５）---------------------------------------------------------------------  17

  南部共同調理場を新しい学校衛生管理基準のもとで建替える場合に、必要

となる敷地面積はどの程度必要になるのか？ 

（質問６）---------------------------------------------------------------------  20

調理場を建替えるにあたって、単独調理場方式の場合、共同調理場方式の場

合、それぞれの概算費用はどのくらいになるのか？ 

（質問７）---------------------------------------------------------------------  22

１食（人）あたりに係る費用は、単独調理場方式と共同調理場方式で、どの

ようになっているか？ 

（質問８）---------------------------------------------------------------------  25

  食べ残し（残飯）の処理は、どのように行っているのか？ 



（質問１） 

（前回配布時の）資料３の調理方式別学校数の区分欄に名古屋市スクール

ランチとあるが、どのようなものなのか？ 

（回答１） 

名古屋市スクールランチの概要については、次のとおりです。 

 ・ランチと家庭からの弁当持参との選択制 

   弁当持参した場合も、牛乳は飲む 

 ・複数のメニューから選択できる 

   ランチルーム用として２種類（Ａ・Ｂ）、教室用（ランチボックス）として２種類（Ｃ・Ｄ）

の中から選択 

    Ａ・Ｂはランチルームで食べる 

    Ｃ・Ｄは教室で食べる 

 ・メニュー（献立）は、教育委員会の管理栄養士と栄養教諭、学校栄養職員が作成

する。 

   ・調理方法は、校外の民間調理施設で調理し、調理したものを各学校へ配送し、配

膳室で盛付けし、生徒へ提供する。 

・スクールランチの費用は１食あたり２８０円（食材料購入費相当分）である。 

・牛乳代は弁当持参の生徒も全員なので別途徴収する。 

・スクールランチの申し込みは、事前予約制（３日前）（プリペイドカードによる予約シ

ステム） 

・スクールランチの目標と特徴は、 

  ①食生活を自主的に管理できる力を育てる 

    →複数メニューからの選択 

  ②くつろいだ自由な雰囲気で会食することにより豊かな心を育てる 

    →ランチルームの確保 

  ③個を尊重した好ましい人間関係を育てる 

    →弁当とスクールランチの併用 

※別紙「名古屋市ホームページ＜スクールランチの概要＞」参照 

-  1  -



-  2  -



-  3  -



-  4  -



-  5  -



-  6  -



-  7  -



-  8  -



-  9  -



（質問４） 

市内全ての小中学校において、調理方式を単独調理場方式にした場合、建

設可能な敷地が校内にあるのかどうか？ 

（回答４） 

建設可能な敷地が校内にあるかどうかを調査する上での前提条件は次のとおり

としました。 

①児童・生徒数に応じた必要面積は、次のとおりとする。 

～３５０人     ３５０㎡（１３ｍ×２７ｍ） 

３５１人～６００人 ４００㎡（１４ｍ×２９ｍ） 

６０１人～     ５００㎡（１６ｍ×３２ｍ） 

また、建物の形態は、１：２の長方形とする。 

  ②運動場、駐車場及び遊具スペースは、原則候補地から除外する。 

  ③校舎に隣接するスペースを対象とする。ただし、校舎との接続方法は、考慮しな

い。 

  ④中庭等スペースがあっても、渡り廊下等の取り壊しが必要な場所は除外する。 

また、今回の調査は、図面上におけるものであり、建築関係諸法令等は考慮し

ていないため、実際に建築できることを保障するものではありません。 

  これらの前提条件のもとで調査した結果は、下記のとおりです。 

記 

１ 調理場建設のためのスペースが確保できると思われる学校 ６校 

   ①向山小学校 

     ただし、学校敷地北側道路の幅員が２．６ｍのため、セットバックが必要であ 

    ると思われる。 

   ②丹陽小学校 

     ただし、当該地付近に車両出入口がないため、別途新設する必要がある。  

   ③千秋小学校 

     ただし、当該地までの車両の導線がないため、別途新設する必要がある。 

   ④末広小学校 

     ただし、国旗掲揚台等の支障物件があるため、移設が必要である。 

   ⑤朝日西小学校 

     ただし、国旗掲揚塔等の支障物件があるため、移設が必要である。 

   ⑥大和南中学校 

     ただし、駐車場であることから、場合によっては不可。 

以上の６校においても、日照の関係や校舎との接続まで考慮すると、調理場の

敷地内建設は、容易ではありません。 

-  10  -
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-  12  -



-  13  -



-  14  -



-  15  -
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-  17  -



-  18  -
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-  22  -



-  23  -



-  24  -



（質問８） 

食べ残し（残飯）の処理は、どのように行っているのか？ 

（回答８） 

食べ残し（残飯）の処理については、次のとおりです。 

 ＜一宮地区・木曽川地区＞ 

・養豚業者（木曽川町）に買い取ってもらっている 

・市から養豚業者への支払いはなし 

・１トン１円（平成２６年度決算額：２００円・・・市の収入） 

・一宮地区は週５回、木曽川地区は週３回の回収 

・回収拠点：共同調理場２箇所及び木曽川地区４校の計６箇所 

 ＜尾西地区＞ 

  ・処理業者が回収し処理している 

  ・週３回（火、木、土）の回収 

  ・平成２７年度予算額：３，１８６，０００円 

  ・回収拠点：尾西地区１０校の１０箇所 

○現状及び問題点は、次のとおりです。 

  ・養豚業者の処理能力（回収能力）からみて 

尾西地区の１０校をお願いすることは困難である。 

（回収拠点をこれ以上増やすことは困難である。） 

  ・仮に市内全域を単独校調理場方式で行うとなった場合は、現在の尾西地区と同

様の方式でやらざるをえないと考える。 

市内全域で６１箇所となるので、単純計算で１９，４３４，６００円の費用がかか

ることになる。 

-  25  -














































